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発刊に当たって 
 
 
東日本大震災を契機として、環境省では平成 26年 3 月に「災害廃棄物対策指針」を策定

するとともに、巨大災害発生時の取組の基本的な方向について、「巨大災害発生時における

災害廃棄物対策のグランドデザインについて」の中間取りまとめを行った。 
また、平成 26 年度から全国の地方環境事務所の所管地域を単位とする各地方ブロックに

おいて、巨大災害に伴い発生する災害廃棄物の処理について検討する協議会等を発足させ

たが、その中で、東日本大震災における災害廃棄物処理で得られた知見や経験の共有が強

く求められているところである。これに応えるため、東北地方環境事務所では、管内各県、

被災市、有識者を構成員とする東北地方災害廃棄物連絡会を発足させるとともに、全国の

自治体に対するアンケート調査及びヒアリング調査により、関心事項を取りまとめ、これ

に答えるため、既存資料の収集・整理及び管内自治体に対するアンケート調査、ヒアリン

グ調査により広く知見を収集した。 
本書は、このような調査から得られた、より実態に即した情報を、災害発生時に災害廃

棄物処理を担当することとなる、若しくは発災後に災害廃棄物処理を担当する地方自治体

の職員に伝え、災害廃棄物処理計画策定時、発災後の応急対応、復旧・復興時の各段階で

活用していただくことを目的に取りまとめたものである。 
各自治体の関心事項に対する回答は、自治体の立地条件や規模、被災状況等により様々

なものがあり、必ずしも一意に定まっておらず、したがって、本書が被災自治体の対応を

規定するものではない。また、東日本大震災時の経験を知ることで、巨大災害発生時には

想定外の事態が多々起こり得るという認識を持つことは、今後の災害廃棄物対策を検討す

る自治体にとって重要なことであると考え、意見を集約せず、あえて生の声をそのまま記

載した部分もある。 
なお、立地条件、自治体の規模、被災状況等により対応が大きく異なったと考えられる

意見には（岩手・沿岸市）、（宮城・内陸町）、（福島・沿岸町）等と表示したので、参考に

されたい。 
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全国の自治体に対するアンケート・ヒアリング調査 

1．アンケート調査の概要 

災害廃棄物対策の検討・取組を進めていく上で、特に行政の観点から、東北地方の被災

自治体に質問したい事項についてのアンケート調査を実施した。 

内容は、15 のキーワードに大別して 54 の質問事項を示し、「特に関心のある項目」（5 つ

まで)、「関心のある項目」（幾つでも)を選択形式で調査した。また、具体的に質問したい

事項・詳しく聞きたい事項がある場合は自由記入とした。 

○調査対象自治体：93（有効回答数：79) 

 東北地方を除く北海道、関東、中部、近畿、四国、九州の各ブロックの都道府県及び廃

棄物処理法施行令における指定都市等の中から、環境省各地方環境事務所の意見を基に選

定。 
 

2．ヒアリング調査の概要 

アンケート調査結果を踏まえ、環境省各地方環境事務所の意見等を基に選定した自治体

を対象にヒアリングを実施し、東北地方の被災自治体に質問したい事項について詳細を聞

き取った。 

○調査対象自治体：11 

 
 
東北地方管内の被災自治体に対するアンケート・ヒアリング調査 

1．アンケート調査の概要 

全国の非被災自治体に対するアンケート・ヒアリング調査結果を整理した上で、災害廃

棄物処理に係る知見・経験等を取りまとめるため、当時の状況や課題等についてのアンケ

ート調査を東北地方の被災自治体に対して実施した。 
○調査対象自治体等：89 

 東北地方の被災自治体等から被災規模・状況等を勘案して選定。 

 

2．ヒアリング調査の概要 

アンケート調査の結果も踏まえ、詳細の確認が必要な被災自治体等や、特徴的な取組を

実施した被災自治体等を対象として、ヒアリング調査を実施した。 

○調査対象自治体：34 

 アンケート対象自治体等から選定した 32 市町村等並びに岩手県及び宮城県。 
 



 【記載見本】 

1.組織体制・指揮命令系統 

1-1 組織体制 

 
 
No.1：災害時における、災害廃棄物処理体制はどうするべきか 

関心度：★★★★★ 
 
 
 

災害廃棄物対策指針や実務マニュアルによれば、意思決定を行う部門や・・・・ 

ヒアリング結果では、自治体の規模により・・・・ 

アンケート結果では、発災直後に・・・・ 
 
 

災害廃棄物対策指針：【第 2 編 災害廃棄物対策 2-1 ページ】 

実務マニュアル：【38～40 ページ】 
ヒアリング結果： 
アンケート結果： 
 
うまくいった事例！ 

 
うまくいかなかった・難しかった事例 

 
特徴的な事例・意見 
 
連絡会構成員意見 

  

発災前の備え 災害応急対応 災害復旧・復興時 

目次大項目 

目次詳細項目 

対応すべき時間軸 

質問の内容（No.の番号は全体で通し番号） 

環境省指針等からの引用 

好事例は、下記枠内に記載 

非被災自治体へのアンケートでの関心度(詳細は次ページ) 

回答の概要 

既存資料からの引用 

被災自治体ヒアリング結果から得られた知見 

課題・問題は、下記枠内に記載 

被災自治体アンケート結果から得られた知見 

特徴的事例は、下記枠内に記載 

東北地方災害廃棄物連絡会構成員の意見は、下記枠内に記載 



【関心度とは……】 

非被災自治体へのアンケートにおいて、特に関心がある事項について 54 項目の選択肢か

ら 5 項目選択してもらった。 
それらの事項を、関心が高い（選択数が多い）順に並べ、上位から 20%の割合で、下記

の通り分類した。 
なお、本文中には 54 項目の関心事項に対し、59 項目があるが、これは被災自治体へのア

ンケート・ヒアリング等の結果を受け、細分化した事項があるためである。 
 

関心度：★★★★★ 選択数が多い、最上位～上位 20%の事項 
関心度：★★★★☆   〃   、上位 20%～ 40%の事項 
関心度：★★★☆☆   〃   、上位 40%～ 60%の事項 
関心度：★★☆☆☆   〃   、上位 60%～ 80%の事項 
関心度：★☆☆☆☆   〃   、上位 80%～最下位の事項 

 
 
 
 



＜引用文献及び文中で使用した略称について＞ 

災害廃棄物対策指針： 
「災害廃棄物対策指針」（平成 26 年 3 月、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部） 
  http://www.env.go.jp/recycle/waste/disaster/guideline/ 
グランドデザイン： 
「巨大災害発生時における災害廃棄物対策のグランドデザインについて 中間とりまと

め」（平成 26 年 3 月、環境省 巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委員会） 
http://www.env.go.jp/recycle/waste/disaster/earthquake/conf/h2603report.pdf 

家屋等撤去指針： 

「東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針」（平成23年3月25日、

被災者生活支援特別対策本部長、環境大臣） 

  http://www.env.go.jp/jishin/sisin110326.pdf 
海洋投入特例措置： 
「緊急的な海洋投入処分に関する告示」（平成 23 年 4 月 7 日付け環境省告示第 44 号） 

http://www.env.go.jp/jishin/attach/an23_44b.pdf 

http://www.env.go.jp/jishin/attach/an23_44a.pdf 
「緊急的な海洋投入処分に関する告示」（平成 23 年 6 月 17 日付け環境省告示第 48 号） 

http://www.env.go.jp/jishin/attach/an23_48a.pdf 

http://www.env.go.jp/jishin/attach/an23_48b.pdf 

被災自動車通知： 

「東北地方太平洋沖地震により被災した自動車の処理について」（平成 23 年 3 月、経済産

業省製造産業局自動車課、国土交通省自動車交通局技術安全部自動車情報課、環境省大臣

官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室） 

http://www.env.go.jp/jishin/attach/jidosha_shori.pdf 

被災船舶処理ガイドライン： 
「東日本大震災により被災した船舶の処理に関するガイドライン（暫定版）について」（平

成 23 年 4 月 21 日、農林水産省水産庁資源管理部管理課長、国土交通省海事局安全・環境

政策課長、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長） 

http://www.env.go.jp/jishin/attach/guideline_senpaku-shori.pdf 
災害関係業務事務処理マニュアル： 
「災害関係業務事務処理マニュアル（自治体事務担当者用）」（平成 26 年 6 月、環境省廃棄

物・リサイクル対策部廃棄物対策課） 

  http://www.env.go.jp/recycle/waste/disaster/manual140625set.pdf 

実務マニュアル： 
「災害廃棄物分別・処理実務マニュアル ― 東日本大震災を踏まえて」（平成 24 年 5 月、

一般社団法人 廃棄物資源循環学会） 



被災 3 県アーカイブ： 
「東日本大震災により発生した被災 3 県における災害廃棄物等の処理の記録」 
（平成 26 年 9 月）環境省東北地方環境事務所、一般財団法人 日本環境衛生センター） 
岩手県アーカイブ： 
「東日本大震災津波により発生した災害廃棄物の岩手県における処理の記録」（平成 27 年 2
月、岩手県） 
宮城県アーカイブ： 
「災害廃棄物処理業務の記録 ＜宮城県＞」（平成 26 年 7 月、宮城県環境生活部震災廃棄物

対策課） 
宮城県総括検討報告書： 
「東日本大震災に係る災害廃棄物処理業務総括検討報告書」（平成 27 年 2 月、宮城県 東

日本大震災に係る災害廃棄物処理業務総括検討委員会） 
東日本大震災災害廃棄物処理の報告： 
「東日本大震災災害廃棄物処理の報告 ～災害廃棄物処理を語り・伝える～」（平成 26 年 4
月、一般社団法人 日本建設業連合会 復旧・復興対策特別委員会） 
産業廃棄物連合会資料： 
「産業廃棄物処理業界における災害廃棄物の処理支援体制」（平成 25 年 11 月 12 日、公益

社団法人 全国産業廃棄物連合会） 
（平成 25 年度巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委員会第 2 回 資料 6） 
仙台建設業協会アーカイブ： 
「3.11 東日本大震災 仙台建設業協会激闘の記録」（平成 25 年 3 月 11 日、一般社団法人 

仙台建設業協会） 
土壌調査要領： 
「災害廃棄物仮置場の返還に係る土壌調査要領」（平成 25 年 7 月、岩手県） 
復興資材活用マニュアル： 
「岩手県復興資材活用マニュアル」(平成 24 年 6 月、平成 25 年 2 月改定、岩手県） 
復興資材の有効活用ガイドライン： 
「災害廃棄物から再生された復興資材の有効活用ガイドライン」（平成 26 年 10 月、公益社

団法人 地盤工学会） 
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